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社会福祉法人が届け出る「事業の概要等」等の様式について 
 
 
「「社会福祉法人の認可について」の一部改正について」（平成 28年 11月 11日付け雇

児発 1111第１号・社援発 1111第４号・老発 1111第２号厚生労働省雇用均等・児童家庭局
長、社会・援護局長、老健局長連名通知）による改正後の「社会福祉法人の認可について」
（平成 12年 12月１日付け障第 890号・社援第 2618号・老発第 794号・児発第 908号厚生
省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通
知。以下「認可通知」という。）別紙１社会福祉法人審査基準の第５その他（４）において、
別に定める様式を用いて届け出ることとされた「事業の概要等（中略）のうち社会福祉法
施行規則（中略）第２条の 41第１号から第 13号まで及び第 16号に掲げる事項」（以下「現

況報告書」という。）及び「同条第 14号に掲げる事項」（以下「社会福祉充実残額算定シー

ト」という。）について、別紙１及び別紙２のとおり、その様式を定め、平成 29年４月１
日から適用することとしましたので通知いたします。これらの届出に当たっては、認可通
知に記載のとおり、社会福祉法施行規則（昭和 26年厚生省令第 28号。以下「施行規則」
という。）第９条第３号の情報処理システムに記録する方法によることが望ましいこととし
ているので、ご留意願います。 
この他、認可通知において別に定める様式を用いて届け出ることとされた「計算書類、

財産目録及び附属明細書（施行規則第 10条の２第２号に掲げる部分に限る。）」については、
「社会福祉法人会計基準」（平成 28年厚生労働省令第 79号）及び関係通知で定める様式に
従って届け出ることとします。 
各都道府県、指定都市及び中核市におかれましては、本通知の改正の趣旨・内容等を御

了知いただき、適切な指導監督等に当たっていただくとともに、都道府県におかれまして
は、貴管内の市（指定都市及び中核市を除き、特別区を含む。）に対して周知いただきます
ようお願いいたします。 
なお、本通知は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 245条の９第１項及び第３項

の規定に基づき都道府県又は市（特別区を含む。）が法定受託事務を処理するに当たりよる
べき基準として発出するものであることを申し添えます。 




